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第１．第４次産業革命時代の知財イノベーションの推進
１．デジタル・ネットワーク化に対応した次世代知財システムの構築
（１）現状と課題 （中略）

＜デジタル・ネットワーク時代の著作権システム＞
（中略）イノベーションの促進に向けて、知的財産の保護と利用のバランスに留意しつつ、柔軟な解決を図ることができる新たな著作権システムを目

指していくことが必要である。（中略）

＜新たな情報財の創出に対応した知財システムの構築＞
デジタル・ネットワーク技術の更なる発展により、人間が創作した情報を幅広く保護対象とする著作権法の根底にある「創作性」という概念では説明の

できない価値ある情報が出現してきている。例えば、人工知能から生み出される音楽や絵画、人間の動き、物の挙動といった現実世界に起きているこ
とを機械的に記録するビッグデータなどが想定される。（中略）

（人工知能によって生み出される創作物と知財制度） （中略）
現在の知財制度上、人工知能が自律的に生成した生成物は、それがコンテンツであれ技術情報であれ、権利の対象にならないというのが一般的

な解釈である 。しかしながら、人間の創作物とＡＩ創作物を外見上見分けることは通常困難である。
（中略）ＡＩ創作物のうち、著作物に該当するような情報である音楽、小説といったコンテンツは、著作権制度が無方式主義をとっているため、創作

と同時に知財保護が適用され、権利のある創作物に見えるものが爆発的に増える可能性が懸念されることから、優先的に検討していくことが必要で
ある。その際、あらゆるＡＩ創作物（著作物に該当するような情報）を知財保護の対象とすることは保護過剰になる可能性がある一方で、フリーライド抑
制等の観点から、市場に提供されることで一定の価値（ブランド価値など）が生じたＡＩ創作物については、新たに知的財産として保護が必要となる可
能性があり、知財保護の在り方について具体的な検討が必要である。
また、例えば発明に該当するような新たな技術については、新規性や進歩性等を審査した上で登録がなされない限り権利は生じないが、人工知能

を活用して生み出された創作物が知的財産として出願されることも考えられるため、制度の在るべき姿について今後検討を行うことが必要である。
なお、ＡＩ創作物に対応する知財システムの検討と併せて、人工知能による創作活動を促進するために必要不可欠なビッグデータの利活用促進に

向け、データ流通環境の円滑化が重要である。そのため、データ流通の効用に対する社会意識の醸成、企業等におけるオープンデータのような取
組の一定の範囲内での促進、データ流通における個人の関与の仕組み（個人が自らのデータの提供先等を管理できるシステム）など、データの共有
・利活用がなされやすい環境整備について検討を進めていくことが必要である。

（３Ｄプリンティングと知財制度） （中略）
当面の具体的な取組として、知的財産権によって保護されない物の３Ｄデータを対象に、投資保護と促進の観点から、例えば３Ｄデータの制作過

程において生じた付加価値に注目しつつ、一定の価値の高い３Ｄデータに関する知財保護の在り方について検討を進めていくことが必要である。

（ビッグデータ時代のデータベースの取扱い）
（中略）このように、様々な態様のデータベースが出てきている中、現行の著作権法では保護が難しいと考えられる「創作性が認められにくいデータ

ベース」について、海外の動向や契約等による保護の実態等に照らしつつ、保護の要否や方法について検討を進めることが必要である。また、公的
研究資金による研究成果を格納しているデータベースについては、オープンサイエンスに係る動向を踏まえつつ、オープン化と保護の在り方につい
て、引き続き検討が必要である。
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（２）今後取り組むべき施策 （中略）
＜＜新たな情報財の創出に対応した知財システムの構築＞＞
（人工知能によって自律的に生成される創作物・３Ｄデータ・ビッグデータ時代のデータベース等に対応した知財システムの検
討）

・ＡＩ創作物や３Ｄデータ、創作性を認めにくいデータベース等の新しい情報財について、例えば市場に提供されることで生じた
価値などに注目しつつ、知財保護の必要性や在り方について、具体的な検討を行う。（短期・中期）（経済産業省、内閣府、
関係府省）（以下、略）

（データの共有・利活用に関する環境整備）
・個人に関するデータも含め、多種多様なデータを社会全体で有効に共有し、活用する環境を整備する必要性に鑑み、データ
流通の効用に対する社会意識の醸成、企業等におけるオープンデータのような取組の一定の範囲内での促進、データ流通
における個人の関与の仕組み（個人が自らのデータの提供先等を管理できるシステム）等について検討を行う。（短期・中期）
（内閣官房、関係府省）

・データ集積等における優位性が固定化される可能性が懸念されるプラットフォーマーなどオンライン関連事業について、競争
環境の実態把握を進める。（短期）（公正取引委員会、経済産業省）

（オープンサイエンスに対応する知財システムの検討）
・公的研究資金による研究成果や研究データのオープン化と利活用を促進するため、データの著作権の考え方、データ共有
に係る契約の在り方やインセンティブの提供などについて具体的な検討を行う。（短期・中期）（内閣府、関係府省）
・公的研究資金による研究成果のうち、論文のエビデンスとしての研究データ及び当該データを格納するデータベース構築と
情報サービス提供に向けた考え方について、オープンサイエンス推進に係る我が国の取組や国際的な動向等を踏まえつつ
引き続き検討を行う。（短期・中期）（内閣府、関係府省）
・研究データの再利用による研究リソースを最大化するため、研究データシェアリングのプラットフォーム構築について検討を
進める。（短期・中期）（文部科学省）

（産業構造の変化に対応した産業財産権制度等の構築）
・ＩｏＴ・ビッグデータ・人工知能などに代表される第４次産業革命時代において、グローバルなイノベーションの創出につなげて
いくための産業財産権制度等の在るべき姿を総合的に検討する。（短期・中期）（経済産業省）
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内閣府政策統括官
（科学技術・イノベーション担当）

提出資料
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オープンサイエンス推進に向けた基本方針

1. 国としての基本姿勢
公的研究資金による研究成果（論文、研究データ等）の利活用促進を拡大することを我が国の

オープンサイエンス推進の基本姿勢とする。

2. オープンサイエンス推進の基本方針
(1) オープンサイエンス推進の目的・意義
公的研究資金による研究成果として得られた論文や研究データへのアクセスを可能とすることで、研究成

果の理解促進と同時に、成果の再利用による新たな発見や、新たな研究概念の創出とイノベーションを加速
し、新たな産業の創出、競争力の強化、地球規模での研究の促進、経済成長等に貢献する。

(2) オープンサイエンス推進に係る公開の範囲
公的研究資金による研究成果のうち、論文及び論文のエビデンスとしての研究データは、原則公開とする。
その他研究開発成果としての研究データについても可能な範囲で公開することが望ましい。

※ 研究成果のうち、個人のプライバシー保護、商業目的で収集されたデータ、国家安全保障等に係るデータなどは公開適用対象外とする。

(3) 公的研究資金の定義及び研究データの範囲
公的研究資金とは、競争的研究資金及び公募型の研究資金に該当するものとする。公開の対象となる研究

データには、メタデータ、数値データ、テキストレコード、イメージ、ビジュアルデータなど多様なデータ
が含まれる。

(4) 研究を実施する機関の責務
各機関においては、論文、研究データ等の研究成果の管理に係る規則を定める必要がある。特に、研究成

果の散逸、消滅、損壊を防止するための具体的施策を講ずる必要がある。
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オープンサイエンス推進する際の留意点

 「無料」と「自由」の定義問題

 著作権ポリシー

 大規模データセットの所有権の定義

 学術誌出版界との共存関係の構築

 研究者及び科学コミュニティに対するインセンティブ

 研究分野の特性に対する配慮

 オープンサイエンスのためのスキル

 技術的インフラ・人材育成

 適切かつ持続可能な資金提供モデル
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今後の検討課題等

 論文、研究データの公開・共有化に係る検討

 オープン化と著作権

 研究データの保存に係る検討
データ保存・整備のしくみ（データリポジトリ等）が必要

 保存すべきデータ及び保存期間等

 研究データの技術的な品質の評価等
例：論文のピアレビューに相当するような仕組み

 研究者に対するインセンティブ等
例：データサイテーション

 データ駆動型の研究をサポートするサービスを企画、開
発、運用する人材の確保
データサイエンティスト、データキュレーター等の確保・育成
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オープンサイエンス推進に関するフォローアップ検討会
（2015年7月～継続中）

 目 的
「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」報告書における
今後の検討課題及びフォローアップのあり方について検討

オープンサイエンスの推進を加速
 構成員

大学・研究機関、専門家、弁護士等で構成
座 長：有川節夫（九州大学名誉教授、前総長）（第1回～第6回）

引原隆士（京都大学 図書館機構長・附属図書館長）（第7回～）
副座長：喜連川優（国立情報学研究所 所長）

※ オブザーバー：関係府省、研究資金配分機関等

 内 容
各府省における実施方針策定状況の把握、関係機関（大学・研究機関、学会

等）からのヒアリング、海外動向調査 等

 開催状況
（第1回）2015年7月17日（金）15:00～17:00 （第2回）2015年9月11日（金）13:00～15:00
（第3回）2015年11月12日（木） 17:00～19:00（第4回）2016年1月29日（金） 17:00～19:00
（第5回）2016年2月19日（金） 15:00～17:00 （第6回）2016年3月30日（金） 15:00～17:00
（第7回）2016年9月9日（金）13:00-15:00 9



ＩＴ総合戦略室提出資料
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政府におけるオープンデータの
取り組みについて

平成29年２月23日
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室







未来投資会議（平成28年12月19日）の概要

○安倍内閣総理大臣 発言
「先週施行された『官民データ活用推進基本法』の下、安全・安心に、個人情報に配慮しつつ、オープ

ンデータを強力に推進してまいります。
ＩＴ総合戦略本部の下、官民の専門家からなる司令塔を設置し、そして民間ニーズに即して重点分

野を定め、2020年までを集中取組期間として、必要な施策を断行してまいります。関係大臣は議員か
ら提案された具体的な施策と年限を踏まえて検討を進め、直ちに施策を具体化していただきたいと思いま
す。」

（参考）議員から提案された具体的な施策（会議資料より抜粋）
＜御立氏＞
• オープンデータ先進国化をアベノミクス2.0の柱のひとつとし、2020年までを｢オープンデータ集中取組期間｣と位置付け、IT戦略本部
の下、強力な政府の司令塔機能を設置

• 公共データの｢原則オープン化｣を制度的に担保し、｢開示指針｣｢活用ルール｣を明示的に定める
– 非開示にする場合は、理由等を開示させる
– 開示すべきでない個人情報等との線引き等を明示し、活用促進と国民の不安除去

• ベンチャーを含む官民の対話の場を設置し、オープンデータ化を進める重点分野の特定、ならびに関連した規制見直しの特定を行う
（具体例）①2020年東京オリパラ（運行情報、施設情報等）、②自動走行マップ（リアルタイム性のあるデジタル地図）

＜竹中議員＞
公共データを民間に徹底開放し、新たなビジネス創出や社会課題の解決につなげていく。IT総合戦略本部のもとに官民の専門家が

集う司令塔を設け、関係会議体と緊密に連携し、集中取組期間を設けて必要な施策を断行するべきである。
１．「官民データ活用推進基本法」の施行を受け、オープンデータの推進を強力に進めていく。公共データを「原則オープン」にし、我が

国が直面する社会保障の諸課題等の解決と、ベンチャー企業等による新しいサービスの実現を後押し
２．IT総合戦略本部のもとに設置される官民データ活用推進戦略会議に官民の専門家を集め、民間ニーズに即して重点的取組分

野を定める。2020年までを集中取組期間として必要な施策を断行
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